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意見 理由 

・デリバティブ取引の時価の算出にあ

た り 、 CVA （ Credit Valuation 

Adjustment）、DVA（Debt Valuation 

Adjustment）について、従来のJICPA

の金融商品会計に関する実務指針(第

293項)では、重要性があると認めら

れる場合を除いてCVA・DVAを考慮し

ないとする取扱いも認められていた

が、同実務指針から時価算定に関す

る記載が広範にわたり削除された。

また、ASBJの公開草案では本件につ

いて明確な記載はない。会計基準ま

たは実務指針において、従来の取扱

いと同様に、「重要性があると認め

られる場合を除いて考慮しないこと

ができる」旨を明記していただきた

い。 

・CVA・DVA を算出するには、事務

フローの確立やシステム対応な

どで多大な実務負担を要し、た

とえ当協会の要望どおり適用時

期が１年程度後ろ倒しされたと

しても対応することは困難であ

るため。 

・加えて、CCP への清算集中が進む

中で、CVA・DVA を考慮する取引

は、各行にとって「重要性があ

ると認められる」取引に該当す

る可能性が低いため。 
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